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（目的) 

第１条 この規定は、別に定める「防災・省エネまちづくり緊急促進事業技術評価業務要領」（以下「要領」とい

う。）に基づきハウスプラス住宅保証株式会社（以下「ハウスプラス」という。）が実施する防災・省エ

ネまちづくり緊急促進事業技術評価料金（以下「評価料金」という。）について、必要な事項を定める。 

 

（評価料金） 

第２条 規程第１１条に規定する評価料金は、別紙に掲げるとおりとする。 

 

（評価料金の納入） 

第３条 申請者は、評価料金を「防災・省エネまちづくり緊急促進事業技術評価業務約款」（以下「約款」という。）

第５条に規定する料金の支払方法により納入する。 

２ 前項の納入に要する費用は申請者の負担とする。 

 

（評価料金を減額するための要件） 

第４条 評価料金は、次に掲げる場合に減額することができるものとする。 

(1) 当該業務が効率的に実施できるとハウスプラスの長が判断したとき。 

(2) あらかじめハウスプラスが定める日又は期間内に評価業務依頼を行ったとき。 

(3) その他ハウスプラスが認める場合 

 

（評価料金を増額するための要件） 

第５条 評価料金は、次に揚げる場合に増額することができるものとする。 

(1) 申請者の非協力その他ハウスプラスの責めに帰することのできない事由により業務期日が延期したとき。 

(2) 約款第６条第２項に基づき申請者が別件として申請した場合を除き、評価書が交付される前に当初の申請内容

から対象建築物の計画に変更があったとき。 

(3) 別紙に定める評価料金に含まれない業務を実施しなければ、評価が行えないとハウスプラスが判断したとき。 

 

（その他の料金） 

第６条 ハウスプラスは、次に揚げる場合に費用を別途請求できるものとする。 

(1) 事前相談 

(2) その他ハウスプラスが必要と認める場合 

 

 

（附則） この約款は平成２６年９月１日より施行する 
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（別紙） 

（単位：円・税抜き） 

技術評価に要する費用 
補助限度額３％の場合：表 1（基本料金）＋表 2（必須条件） 
補助限度額５％の場合：表 1（基本料金）＋表 2（必須条件） 

＋「表 3（表 3-1～表 3-4 のうちいずれか１つ）」又は「表 4（表 4-1 又は表 4-2）」 
補助限度額７％の場合：表 1（基本料金）＋表 2（必須条件） 

＋「表 3（表 3-1～表 3-4 のうちいずれか１つ）」及び「表 4（表 4-1 又は表 4-2）」 
 

表 1、表 3-1、表 3-2、表 3-4、表 4-2 は１申請単位の料金で算出します。（複合建築物の住宅部分と非住宅部分

で下表が分かれる場合、金額の大きい方の表で計算します。） 
表 2 のうち項目番号「必-6」については構造棟別毎に、またその他の項目については住宅部分、非住宅部分別々

に、該当する規模の料金が発生します。 
表 4-1 は棟別毎に料金が発生します。（複合建築物の住宅部分と非住宅部分で下表が分かれる場合、選-9～選-36

については金額の大きい方の表で計算します。また、その他の項目については住宅部分、非住宅部分別に、該当

する規模の料金が発生します。） 
 

次の１)から３)の場合は技術評価料を増額又は減額する場合があります。また、技術評価に必要とする性能試験

等が発生する場合の費用は別途、申請者の負担となります。 
１） 防災・省エネまちづくり緊急促進事業技術基準（以下「技術基準」という。）第４の特別な場合の措置

の意見書を作成する等を要する場合は割り増しすることがあります。 
２） 設計・仕様等が大幅に違う住棟は、原則として異なる事業として扱います。 
３） 効率的な評価ができるものにあっては、割り引くことができます。 

 
取下げ手数料 

 受取りのみ 受付済 質疑提出後 

取下げ手数料 なし 
（全額ご返金） 一律 5,000 円 評価料金全額 

 
再発行手数料 

 再発行 

防省緊促評価書 
再発行手数料 10,000 

 
 

表 1：基本料金 （1 申請単位） 

複合建築物の住宅部分と非住宅部分で下表が分かれる場合、金額の大きい方の表で算出する 
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表 2：必須条件 （住宅部分、非住宅部分別々に該当する規模毎に料金が発生） 

 
※1：建築物移動等円滑化誘導基準 第 17 条第 3 項に規定する所管行政庁が交付した「認定通知書」 

 

表 3 

表 3-1 選択条件：防災対策（帰宅困難者支援）を選択する場合 （1 申請単位） 

複合建築物の住宅部分と非住宅部分で下表が分かれる場合、金額の大きい表で算出する 

 
表 3-2 選択条件：防災対策（延焼遮断帯等）を選択する場合 （1 申請単位） 

複合建築物の住宅部分と非住宅部分で下表が分かれる場合、金額の大きい表で算出する 

 
表 3-3 選択条件：防災対策（津波防災）を選択する場合 （構造棟別） 

 
表 3-4 選択条件：防災対策（建築物の出入口、エレベーターにおける防犯対策）を選択する場合 （1 申請単位） 

複合建築物の住宅部分と非住宅部分で下表が分かれる場合、金額の大きい表で算出する 
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表 4 

表 4-1 選択条件：環境対策（ライフサイクルコスト対策）を選択する場合 

 

 

表 4-2 選択条件：環境対策（都市緑化対策）を選択する場合 （1 申請単位） 

複合建築物の住宅部分と非住宅部分で下表が分かれる場合、金額の大きい表で算出する 

 
 


